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入札参加資格停止の措置について 
 

 

１ 概 要 

(株)丸泰は、元請けとして請け負った愛知県内の民間建築工事において、建設業法

第３条第１項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第１条の２第１項に定め

る軽微な建設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結していた。 

このことが、建設業法第２８条第１項第６号に該当するとして、令和５年４月５日、

中部地方整備局長は、同社に対し建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業停止命

令を行った。 

   

２ 対 応 

「岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領」第２第１項及び別表

第２第５号並びに「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格

停止措置要領」第２及び別表第２第５号の規定に基づき、入札参加資格の停止措置を講

じる。 

 

３ 停止措置業者   

   （株）丸泰（本店：岐阜市）  

 

４ 停止期間 

令和５年４月２８日から８月２７日まで（４カ月） 

 

５ 参 考 

○岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領（抜粋）                         

   （資格停止） 

第２ 知事は、有資格業者が別表第１又は別表第２に掲げる措置要件のいずれかに該

当する場合は、それぞれ同表に定める期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当

該有資格業者について資格停止を行うものとする。 

    



 

 

別表第２             

               措    置    要    件         期    間 

（建設業法違反行為） 

５ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定に違反し、県工

事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

 

２カ月以上９カ月以内 

 

 
○岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領（抜

粋） 

（入札参加資格停止） 

第２ 知事は、有資格業者が別表第１及び第２に掲げる措置要件のいずれかに該当す

る場合は、期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該有資格業者について個別

の入札に参加できないようにする措置（以下「入札参加資格停止」という。）を行

うものとする。 

別表第２ 

               措    置    要    件         期    間 

（不正又は不誠実な行為） 

５ 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は

不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められ

るとき。 

 

１カ月以上９カ月以内 

 

 


